
浴室用電気乾燥機に関する

大切なお知らせ
本製品は、令和３年（２０２１年）８月1日以降、
消費生活用製品安全法の特定保守製品から除外され、
長期使用製品安全点検制度の対象外となりました。

製品所有者様へ
■これに伴い、本製品の製品所有者が法的に求められていた所有者登録の責務、点検
期間内に点検を実施する責務が免除されます。
※取扱説明書に記載されている所有者票（返信ハガキ）への記入、返送が不要となった
ため、所有者票を同梱しておりません。

※インターネットによるご登録のサイトも閉設させていただきました。
■メーカー点検（有償）のご案内 
本製品は、法定点検の対象外となりましたが、お客様のご要望に応じて、長期使用に
より安全性の支障がないかを確認する当社または当社の委託先点検員による点検
(有償)をお申し込みいただけます。  
メーカー点検のお申し込み、ご相談は下記のお問い合わせ窓口までお願いいたします。

 0120-309-104
受付時間  ９：００～１７：３０（土・日・祝日・夏期休業日・年末年始を除く）

お問い合わせ窓口：東芝キヤリア受付センター

◆ メーカー点検には料金がかかります。点検の依頼をする際、事前に点検料金に関する情報を
必ずご確認ください。

◆ メーカー点検の点検基準は、長期使用製品安全点検制度と同様です。
◆ メーカー点検は点検時点で製品が点検基準に適合しているかどうかを確認するもので、
継続的な安全を保証するものではありません。

販売店・工事店様へ
製品所有者様に下記をご説明のうえ、本紙をお渡しください。
■本製品は「特定保守製品」から除外され、法定点検の対象外となりました。
■メーカー点検（有償）をご利用ください。

〒416-8521　静岡県富士市蓼原336番地


